
函館市病院局公文記号要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は，函館市病院局処務規程（平成１８年函館市病院局規程第３

号）第２３条の規定に基づき，函館市文書取扱規則（昭和３５年函館市規則

第３６号）の例により定める事項のうち，同規則第８条で定める公文記号の

取扱いについて，必要な事項を定めるものである。 

 （公文記号） 

第２条 函館市病院局において使用する公文記号は，別表に定めるとおりとする。 

   附 則 

 この要綱は，令和４年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 



別表（第２条関係） 

部課名 公文記号 

管理部庶務課 函病管庶 

管理部経理課 函病管経 

管理部経営システム課 函病管シ 

管理部医局担当課 函病管医 

管理部病院建設担当課 函病管建 

函館病院医局医療部救命救急センター 函病函救 

函館病院医局中央放射線部技術科 函病函放 

函館病院医局中央検査部臨床検査科 函病函検 

函館病院医局中央医療技術部歯科技術科 函病函歯 

函館病院医局中央医療技術部臨床工学科 函病函工 

函館病院医局中央医療技術部臨床心理科 函病函心 

函館病院医局中央医療技術部栄養管理科 函病函栄 

函館病院医局中央医療技術部眼科技術科 函病函眼 

函館病院医局リハビリ技術部リハビリ技術科 函病函リ 

函館病院医局集中治療室 函病函集 

函館病院医局医療安全管理室 函病函安 

函館病院医局感染管理室 函病函感 

函館病院医局治験センター 函病函治 

函館病院看護部看護科 函病函看 

函館病院薬剤部薬剤科・薬物療法科 函病函薬 

函館病院事務局施設管理課 函病函施 

函館病院事務局医事課 函病函医 

函館病院事務局地域連携課 函病函地 

函館病院事務局入退院支援課 函病函入 

函館病院事務局道南ドクターヘリ事務局 函病函ド 

函館恵山病院 函病恵 

函館南茅部病院 函病南 

函館病院高等看護学院 函病高 

 


